
議案番号 件　　　　　　　　　　名 所管課 概　　　　　　　　　　要 備考

1
長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体
の数の減少及び規約の変更について

総務課

令和２年４月３０日をもって長崎市が長崎県市町村総合事務
組合から脱退することに伴い、長崎県市町村総合事務組合の
共同処理する団体に変更が生じるため、地方自治法（昭和２
２年法律第６７号）第２９０条の規定に基づき議会の議決を
求めるもの。

2 長与町認可地縁団体印鑑条例 住民環境課
認可地縁団体の印鑑登録事務の実施に関し必要な事項を定め
るもの。

3 長与町犯罪被害者等の支援に関する条例 地域安全課

犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、本町において
も、犯罪被害者等への総合的な支援を推進していくための、
必要な事項について定めるもの。

4
長与町交通安全の保持に関する条例の一部を改正す
る条例

地域安全課

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２
９年法律第２９号）の施行に伴い、従来、特別職非常勤職員
として任用されていた交通指導員の任用形態が変更されたた
め、所要の改正を行うもの。

5 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 総務課
町の執行機関がその業務について調停、審査、審議又は調査
等を行う機関として設置する附属機関に関して整理するとと
もに、所要の改正を行うもの。

6
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部を改正する条例

総務課
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２
９年法律第２９号）の施行に伴い、特別職の職員で非常勤の
ものについて整理するとともに、所要の改正を行うもの。
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7 長与町立児童館条例の一部を改正する条例
こども
政策課

児童館を利用できる者について、実情の利用状況に則するよ
う所要の改正を行うもの。

8
長与町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例

こども
政策課

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づく放
課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２
６年厚生労働省令第６３号）の一部を改正する省令の施行に
伴い、所要の改正を行うもの。

9
長与町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例

こども
政策課

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年５月
１７日令和元年法律第７号）及び特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６年内閣府令
第３９号）の一部を改正する内閣府令（令和元年５月３１日
内閣府令第７号・８号）に基づき、所要の改正を行うもの。

10
町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部
を改正する条例

土木管理課
民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）の施
行等に伴い、所要の改正を行うもの。

11 町道路線の認定について 土木管理課 新規路線に伴う路線の認定のため。

12 令和元年度長与町一般会計補正予算（第４号） 財政課
既定の予算総額から歳入歳出それぞれ８，８８１万５千円を
減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２９億
９，１６８万６千円とするもの。

13
令和元年度長与町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

健康保険課
既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９８０万２千円を追加
し、補正後の予算総額を４０億９,３６０万１千円とするも
の。
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14
令和元年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

健康保険課
既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１０万８千円を追加し、
補正後の予算総額を５億１,８２８万６千円とするもの。

15
令和元年度長与町介護保険保険特別会計補正予算
（第３号）

介護保険課

既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ
れ７，４１８千円を追加し、補正後の予算総額を３２億３，
６５５万円とし、また、既定の介護サービス事業勘定の予算
総額に、歳入歳出それぞれ４万４千円を減額し、補正後の予
算総額を３，４００万５千円とするもの。

16
令和元年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事
業特別会計補正予算（第２号）

都市計画課
既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億９３２万６千円を追
加し、補正後の予算総額を６億３，４８２万２千円とするも
の。

17 令和元年度長与町水道事業会計補正予算（第１号） 水道課
既定の予算の水道事業収益を１，９２２万３千円減額し、補
正後の水道事業収益総額を７億８，４０３万９千円とするも
の。

18
令和元年度長与町下水道事業会計補正予算
（第１号）

下水道課

既定の予算の下水道事業収益を７５３万２千円減額し、
補正後の下水道事業収益総額を９億６，８４６万２千円。
資本的収入を１億４，９１８万円減額し、補正後の資本的
収入総額を２億６，２６７万９千円。
資本的支出を１億７，０００万円減額し、補正後の資本的
支出総額を５億２，３０７万８千円とするもの。

19 令和２年度長与町一般会計予算 財政課
予算総額を１３３億７，５１６万３千円とするもの。対前年
度比、約４．６％、５億８，５４７万８千円の増。
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20 令和２年度長与町駐車場事業特別会計予算 契約管財課
予算総額を７３３万６千円とするもの。対前年度比、約５．
４％減少、４１万７千円の減額。

21 令和２年度長与町国民健康保険特別会計予算 健康保険課
予算総額を３９億６,７０９万１千円とするもの。対前年度
比、約２.４％、９,９００万４千円の減。

22 令和２年度長与町後期高齢者医療特別会計予算 健康保険課
予算総額を５億３,７２６万２千円とするもの。対前年度
比、約４.２％、２,１４７万６千円の増。

23 令和２年度長与町介護保険特別会計予算 介護保険課

保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を３３億１，８１９万８
千円、対前年度比、約７．２％、２億２，１９８万４千円の
増。
介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を２，７５１万
６千円、対前年度比、約８．１％、２４１万４千円の減。

24
令和２年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事
業特別会計予算

都市計画課
予算総額を１２億８，６６７万５千円とするもの。対前年度
比、約１５２.１％、７億７，６３０万３千円の増。

25 令和２年度長与町水道事業会計予算 水道課

収益的収入及び支出においては、７億８，７６６万６千円の
収入に対し、支出は７億６，０２８万３千円。資本的収入及
び支出においては、１億５，３４５万円の収入に対し、支出
は３億６，７５５万３千円とするもの。

26
令和２年度長与町下水道事業会計予算

下水道課

収益的収入及び支出において、収入を９億８，９８８万円、
支出を９億５，６３２万９千円。
資本的収入及び支出において、収入を３億６６２万９千円、
支出を５億９，３６１万６千円とするもの。
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27 人権擁護委員の推薦について 総務課 任期満了に伴う推薦のため。

28 人権擁護委員の推薦について 総務課 任期満了に伴う推薦のため。

29 人権擁護委員の推薦について 総務課 任期満了に伴う推薦のため。


